
行
政
研
究

企
画
調
整
室
の
誕
生
ま
で

一
―
発
端
は
戦
時
下
に

　
わ
が
横
浜
市
に
企
画
部
門
の
組
織
が
つ
く
ら

れ
た
の
は
、
一
九
四
二
年
（
昭
和
一
七
）
の
こ

と
で
あ
る
。
市
制
施
行
後
、
ほ
ぼ
五
〇
年
の
時

点
か
ら
み
れ
ば
、
お
そ
か
っ
た
と
も
い
え
る

し
、
一
方
、
戦
後
の
地
方
自
治
休
に
お
け
る
企

画
ば
や
り
の
風
潮
か
ら
み
れ
ば
、
一
〇
年
ほ
ど

先
行
し
て
い
た
と
い
え
る
か
も
知
れ
な
い
。
し

か
し
、
実
際
は
、
そ
う
複
雑
に
考
え
な
く
て
も

よ
い
の
で
あ
ろ
う
。
周
知
の
よ
う
に
、
中
央
政

府
に
企
画
院
が
置
か
れ
た
の
は
、
一
九
三
七
年

　
（
昭
和
一
二
）
　
一
〇
月
の
こ
と
で
、
こ
れ
は
、

ま
さ
に
戦
時
体
制
に
即
応
す
る
組
織
た
っ
た
わ

け
だ
が
、
わ
が
横
浜
市
で
も
、
国
の
影
響
を
う

け
て
、
戦
時
下
の
行
政
一
元
化
と
い
う
観
点
か

ら
、
企
画
部
門
の
新
設
を
み
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
一
九
四
二
年
一
〇
月
八
日
、
横
浜
市
で
は
機

構
改
革
を
行
い
、
庶
務
部
を
市
長
室
、
市
民
部

に
分
け
た
。
市
長
室
は
二
人
の
助
役
の
担
任
に

属
さ
な
い
、
市
長
直
轄
の
機
関
と
し
、
秘
書
・

企
画
監
査
・
予
算
・
主
税
の
四
課
が
置
か
れ

た
。
企
画
監
査
課
は
、
企
画
係
と
監
査
係
の
二

係
か
ら
成
り
、
庶
務
部
秘
書
課
文
書
係
と
監
査

課
を
吸
収
し
た
ト
、
新
た
に
企
画
に
関
す
る
事

項
を
担
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
企
画
係
の
事

務
分
掌
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
一
、
市
政
各
般
の
重
要
事
項
の
企
画
、
審
議

　
　
に
関
す
る
事
項

　
二
、
特
命
に
依
る
重
要
計
画
の
調
査
、
立
案

　
　
及
審
議
に
関
す
る
事
項

　
三
、
市
務
に
関
す
る
市
民
の
要
望
の
処
理
に

　
　
関
す
る
事
項

　
四
、
特
別
市
制
及
都
市
制
度
の
調
査
研
究
に

　
　
関
す
る
事
項

　
五
、
事
務
刷
新
に
関
す
る
企
画
並
調
査
に
関

　
　
す
る
事
項

　
六
、
条
例
、
規
則
、
規
程
及
重
要
文
書
の
審

　
　
査
に
関
す
る
事
項

　
七
、
処
務
規
程
に
関
す
る
事
項

　
八
、
例
規
の
整
理
編
纂
に
関
す
る
事
項

　
九
、
大
都
市
事
務
協
議
会
そ
の
他
都
市
関
係

　
　
諸
会
議
に
関
す
る
事
項

　
十
、
局
部
長
会
に
関
す
る
事
項

　
十
一
、
他
係
の
主
管
に
属
せ
ざ
る
事
項

　
最
初
な
の
で
分
掌
事
項
を
全
部
の
せ
た
が
、

青
木
虹
二
〈
企
画
調
整
局
都
市
科
学
研
究
室
副
主
幹
〉

以
後
は
組
織
の
変
遷
と
、
分
掌
の
異
動
を
み
る

こ
と
に
し
よ
う
。
な
お
こ
の
分
掌
事
務
は
、
今

日
で
い
う
と
、
四
か
ら
十
ま
で
の
事
項
は
総
務

局
行
政
部
文
書
課
と
事
務
管
理
課
の
所
管
で
あ

る
。
三
は
市
民
局
で
あ
ろ
う
。
一
と
二
は
、
今

日
の
企
画
調
整
局
の
事
務
分
掌
に
つ
な
が
る
要

素
を
も
っ
て
い
る
が
、
現
在
の
事
務
分
掌
で

は
、
主
要
事
務
事
業
の
「
進
行
管
理
」
、
「
総

合
調
整
」
と
明
記
さ
れ
、
他
局
と
の
か
か
お
り

合
い
が
明
ら
か
で
あ
る
の
に
対
し
、
こ
の
事
務

分
掌
で
は
、
「
特
命
に
よ
る
」
と
い
う
よ
う
に

上
か
ら
の
流
れ
は
明
記
さ
れ
て
い
て
も
、
横
の

つ
な
が
り
関
係
は
何
ら
記
さ
れ
て
い
な
い
。
企

画
、
審
議
に
つ
づ
い
て
、
実
施
す
る
か
ど
う
か

の
権
限
は
、
こ
の
企
画
部
門
は
持
っ
て
い
な
か

っ
た
と
い
え
る
。
し
か
も
こ
の
組
織
は
、
事
務

職
員
だ
け
で
構
成
さ
れ
、
技
術
職
員
を
欠
い
て

い
る
の
で
、
極
論
す
れ
ば
、
一
と
二
の
事
務
は

企
画
を
た
て
る
だ
け
と
い
う
、
画
に
か
い
た
餅

に
な
り
か
ね
な
い
面
を
持
っ
て
い
た
。
そ
れ

が
、
戦
後
、
企
画
部
門
の
組
織
が
幾
多
の
変
遷

を
重
ね
る
原
因
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
企
画
監
査
課
は
、
発
足
一
年
後
の
一
九
四
三

年
（
昭
和
一
八
）
、
企
画
審
議
室
と
名
を
変
え

三
と
五
の
事
務
が
考
査
室
へ
移
さ
れ
た
。
つ
づ

い
て
、
一
九
四
五
年
（
昭
和
二
〇
）
に
は
企
画

課
と
な
る
が
、
所
属
は
、
は
じ
め
が
市
長
室
総

務
部
、
一
九
四
六
年
に
は
市
長
室
庶
務
部
と
な

っ
て
い
る
。
一
九
四
六
年
七
月
改
正
の
企
画
課

事
務
分
掌
を
以
前
の
と
比
べ
れ
ば
、
次
の
三
事

務
が
他
の
課
か
ら
同
課
に
移
さ
れ
て
い
る
。

　
一
、
秘
書
課
所
管
の
市
報
発
行
事
務

　
二
、
市
民
課
所
管
の
市
区
の
連
絡
事
務

　
三
、
瓦
斯
事
業
に
関
す
る
事
務

　
三
は
瓦
斯
事
業
が
市
営
か
ら
民
営
へ
移
っ
た

あ
と
の
残
務
処
理
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
こ
の
時

点
で
の
企
画
課
長
は
、
の
ち
に
収
入
役
と
な
る

塩
田
利
で
あ
っ
た
。

　
一
九
四
七
年
（
昭
和
二
二
）
四
月
、
初
め
て

の
市
長
公
選
で
、
社
会
党
の
石
河
京
市
が
一
四

代
横
浜
市
長
に
当
選
し
た
。
そ
し
て
四
か
月
後

の
八
月
、
企
画
課
は
総
務
局
行
政
課
（
企
画
・

文
書
の
二
係
）
に
編
成
替
に
な
り
、
企
画
の
課

名
が
消
え
た
。
復
活
す
る
の
は
二
年
後
で
、
一

九
四
九
年
（
昭
和
二
四
）
一
一
月
、
総
務
局
か
ら

独
立
し
て
企
画
調
査
室
が
新
設
さ
れ
て
い
る
。

横
浜
市
の
企
画
調
整
部
門
の
変
遷
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行
政
課
は
そ
の
ま
ま
存
続
し
て
い
る
が
、
行

政
課
か
ら
企
画
調
査
室
へ
移
さ
れ
た
事
務
は
、

最
初
に
の
せ
た
分
掌
の
う
ち
、
一
、
四
、
五
、

六
、
十
で
、
外
に
監
査
事
務
が
つ
い
て
い
た
。

ス
タ
ッ
フ
は
主
幹
二
（
吉
松
康
親
、
大
砂
吉
雄
）
、

主
査
三
、
事
務
職
員
六
の
計
一
一
人
で
構
成
さ

れ
て
い
る
。

二
―
総
合
企
画
時
代

　
一
九
五
一
年
、
市
長
は
平
沼
亮
三
に
か
わ

り
、
保
守
市
政
に
転
換
し
た
。
翌
五
二
年
、
企

画
調
査
室
で
は
統
計
課
を
所
属
さ
せ
、
企
画
課

　
（
企
画
係
・
法
規
係
）
と
の
二
課
制
を
布
い
た

が
、
翌
五
三
年
、
企
画
調
査
課
（
調
査
係
・
法

規
係
―
人
員
一
三
人
）
に
縮
小
さ
れ
る
。
こ
れ

は
五
二
年
十
月
、
港
都
建
設
総
合
企
画
室
が
設

け
ら
れ
た
た
め
の
措
置
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、

以
下
の
総
合
企
画
室
の
事
務
分
掌
を
み
れ
ば
わ

か
る
が
、
企
画
関
係
の
事
務
が
同
室
へ
う
つ
さ

れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
（
な
お
ス
タ
ッ
フ
は
移

行
し
な
か
っ
た
）
。

　
　
一
、
接
収
解
除
跡
地
に
お
け
る
復
旧
復
興
事

　
　
業
の
審
査
、
連
絡
調
整
に
関
す
る
こ
と

　
二
、
道
路
、
交
通
、
水
道
、
港
湾
、
下
水
、

　
　
河
川
等
の
建
設
並
び
に
復
興
改
良
計
画
の

　
　
審
査
、
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と

　
三
、
学
校
そ
の
他
教
育
文
化
施
設
の
建
設
復

　
　
興
、
貿
易
産
業
の
開
発
振
興
並
び
に
民
生

　
　
安
定
、
社
会
福
祉
、
保
健
、
衛
生
等
に
関

　
　
す
る
事
業
計
画
の
総
合
調
整
に
関
す
る
こ

　
四
、
接
収
解
除
跡
地
の
復
旧
復
興
計
画
の
策

　
　
定
に
関
す
る
こ
と

　
五
、
港
都
建
設
の
総
合
計
画
の
策
定

　
六
、
横
浜
国
際
港
都
建
設
審
議
会

　
そ
し
て
設
置
規
則
の
第
一
条
　
に
、
「
横
浜
国

際
港
都
建
設
法
に
基
き
、
総
合
的
復
興
建
設
計

画
の
策
定
並
び
に
関
連
事
務
事
業
の
総
合
調
整

を
図
る
た
め
」
と
あ
る
よ
う
に
、
企
画
室
は
、

は
じ
め
て
総
合
調
整
機
能
を
有
す
る
組
織
と
し

て
誕
生
し
た
。
な
お
、
初
段
の
計
画
策
定
は
五

四
年
に
要
綱
の
発
表
を
み
て
い
る
。
ち
な
み
に

職
員
の
構
成
は
、
専
任
主
幹
（
川
崎
末
由
）
、

主
幹
一
、
副
主
幹
二
、
庶
務
係
、
企
画
係
の
二

係
で
、
総
人
員
は
一
五
名
で
あ
っ
た
。

　
　
一
九
五
五
年
（
昭
和
三
〇
）
、
平
沼
市
長
が

再
選
さ
れ
、
一
六
代
市
長
と
な
っ
た
が
、
翌
五

六
年
、
企
画
関
係
の
組
織
が
統
合
さ
れ
て
一
本

に
な
り
、
総
合
企
画
室
と
し
て
発
足
し
た
。
こ

れ
は
前
年
に
港
都
建
設
総
合
計
画
書
が
策
定
さ

れ
、
一
応
の
任
務
終
了
を
み
た
た
め
の
措
置
で

あ
ろ
う
。
専
任
主
幹
を
廃
し
て
、
あ
ら
た
に
室

長
（
新
井
助
太
郎
）
を
置
き
、
こ
れ
ま
で
市
長

直
轄
の
機
関
で
あ
っ
た
の
を
、
総
務
局
所
属
と

し
た
。
組
織
と
し
て
は
。
室
長
の
下
に
副
主
幹

一
　
（
青
木
近
衛
）
、
主
査
一
　
（
増
田
清
一
）
を

置
き
、
調
査
課
（
一
三
人
―
課
長
高
城
一
郎
、

係
長
石
塚
一
雄
・
関
野
健
三
）
、
企
画
第
一
課

　
（
八
人
―
課
長
中
村
美
保
）
、
企
画
第
二
課

　
（
九
人
―
課
長
加
藤
正
）
、
統
計
課
の
四
課
か

ら
な
っ
て
い
た
。
つ
づ
い
て
、
二
年
後
の
五
八

年
に
は
、
企
画
の
第
一
、
第
二
課
を
合
体
し
て

企
画
課
（
課
長
加
藤
正
）
と
し
た
。

　
こ
の
こ
ろ
の
仕
事
は
、
当
時
の
『
事
務
報
告

書
』
で
知
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
一
九
五
六
年

に
は
、
項
目
を
列
挙
す
れ
ば
次
の
と
お
り
に
な

る
。

　
　
一
、
地
方
自
治
法
改
正
に
関
す
る
事
項

　
　
二
、
事
務
能
率
改
善
に
関
す
る
事
務

　
　
三
、
横
浜
経
済
総
合
調
査
の
実
施

　
　
四
、
市
役
所
庁
舎
建
設
計
画

　
　
五
、
国
鉄
根
岸
線
の
延
長
計
画

　
　
六
、
港
都
建
設
総
合
計
画

　
　
七
、
首
都
圏
整
備
計
画

　
　
八
、
接
収
解
除

　
　
戦
災
に
よ
っ
て
い
た
め
つ
け
ら
れ
た
わ
が
横

浜
市
も
、
よ
う
や
く
昭
和
三
〇
年
代
に
入
る
と

接
収
解
除
の
気
運
が
す
す
み
、
都
市
膨
張
の
う

ご
き
が
始
ま
る
が
、
こ
う
し
た
社
会
情
勢
を
受

け
て
、
企
画
調
整
機
能
の
必
要
度
が
か
た
ま

り
、
そ
の
た
め
の
機
関
と
し
て
総
合
企
画
室
が

機
能
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
右
の
項

目
を
み
て
も
わ
か
る
よ
う
に
、
自
前
の
事
業
は

市
役
所
建
築
だ
け
で
、
あ
と
は
外
部
機
関
と
の

連
絡
調
整
が
主
た
る
任
務
だ
っ
た
よ
う
だ
。

　
　
一
九
六
一
年
（
昭
和
三
六
）
に
は
、
機
構
改

革
に
よ
り
、
調
査
課
と
統
計
課
が
総
務
局
へ
う

つ
さ
れ
た
が
、
あ
ら
た
に
企
画
室
に
総
合
調
整

課
（
調
整
係
、
連
絡
係
、
主
査
）
が
加
わ
り
、

調査季報50―76.6 74



企
画
課
と
の
二
本
立
て
に
な
っ
た
（
室
長
心
得

加
藤
正
）
。
は
ず
さ
れ
た
調
査
課
は
法
規
係
と

し
て
総
務
課
へ
所
属
し
、
の
も
文
書
課
と
な
っ

た
。
な
お
、
調
査
係
は
十
年
後
の
一
九
七
一
年

　
（
昭
和
四
六
）
に
復
活
し
て
い
る
こ
と
を
附
記

し
て
お
こ
う
。

　
一
九
六
一
年
の
『
事
務
報
告
書
』
を
み
る

と
、
自
前
の
事
業
と
し
て
は
、
根
岸
湾
埋
立
に

よ
る
漁
業
者
の
転
業
対
策
事
業
と
文
化
体
育
館

建
設
の
二
つ
が
柱
と
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
他

で
は
、
国
鉄
な
ど
外
部
機
関
と
の
連
絡
調
整
事

務
が
増
大
し
て
い
る
の
が
目
に
つ
く
。
項
目
別

に
列
挙
す
れ
ば
、

　
一
、
国
鉄
桜
木
町
駅
周
辺
開
発
計
画
審
議
会

　
二
、
中
区
埋
地
七
力
町
対
策
協
議
会

　
三
、
国
鉄
根
岸
線
対
策
会
議
、
用
地
対
策
室

　
四
、
国
鉄
東
海
道
新
幹
線
建
設
対
策
会
議

　
五
、
国
鉄
横
浜
線
複
線
化
要
望

　
六
、
接
収
解
除
の
促
進

　
七
、
上
瀬
谷
通
信
隊
の
電
波
障
害
問
題

　
八
、
瀬
谷
地
区
ジ
ェ
ッ
ト
機
騒
音
問
題

　
九
、
「
子
供
の
国
」
建
設
の
た
め
、
米
軍
施

　
　
　
設
の
解
除
要
望

　
こ
れ
を
総
合
調
整
課
の
事
務
と
す
れ
ば
、
一

方
の
企
画
課
（
課
長
二
見
勝
次
）
で
は
、
行
政

事
務
の
近
代
化
に
着
手
し
、
印
刷
室
の
設
置
に

よ
る
印
刷
部
門
の
集
中
管
理
、
電
算
室
の
設
置

に
よ
る
電
算
機
導
入
、
区
役
所
窓
口
事
務
の
改

善
、
パ
ン
チ
・
カ
ー
ド
・
シ
ス
テ
ム
の
採
用
に

よ
る
事
務
の
機
械
化
（
中
区
が
は
じ
め
）
な
ど

を
開
始
し
て
い
る
。
ま
た
同
年
六
月
に
は
課
、

係
制
を
廃
止
し
て
、
総
合
企
画
室
一
本
と
し
、

室
長
の
下
に
副
主
幹
三
名
、
主
査
六
名
を
置
い

た
。
ラ
イ
ン
で
な
く
、
ス
タ
ッ
フ
で
あ
る
こ
と

を
明
示
す
る
た
め
の
措
置
と
思
わ
れ
る
。

　
つ
づ
い
て
、
一
九
六
三
年
（
昭
和
三
尺
）
四

月
、
半
井
清
に
か
わ
っ
て
飛
鳥
田
一
雄
が
一
八

代
市
長
に
就
任
し
た
。
三
か
月
後
の
七
月
、
機

構
改
革
が
行
な
わ
れ
、
総
合
企
画
室
は
総
合
企

画
部
と
名
を
か
え
、
別
に
あ
ら
だ
な
組
織
と
し

て
調
査
室
が
置
か
れ
た
。

　
調
査
室
は
、
市
政
の
調
査
を
処
理
す
る
こ
と

を
目
的
に
設
置
さ
れ
、
『
市
民
生
活
白
書
』
、

　
『
調
査
季
報
』
、
各
種
の
「
都
市
問
題
調
査
報

告
」
な
ど
を
作
成
、
刊
行
し
て
い
る
が
、
こ
の

外
、
市
政
全
般
重
要
事
項
の
審
議
、
調
整
に
当

り
、
総
合
企
画
部
と
競
合
す
る
面
が
あ
っ
た
た

め
か
、
一
元
化
の
措
置
と
し
て
、
翌
六
四
年
四

月
、
総
合
企
画
部
は
廃
止
さ
れ
た
。
ス
タ
ッ
フ

ー
七
名
は
全
員
計
画
局
へ
う
つ
り
、
総
合
企
画

課
と
な
っ
た
。
課
長
和
田
端
男
以
下
。
主
査
六

名
、
事
務
職
員
一
〇
名
で
あ
る
。

　
六
四
年
の
『
事
務
報
告
書
』
に
よ
る
と
、
総

合
企
画
課
の
事
務
内
容
は
、
次
の
と
お
り
。

　
一
、
横
浜
市
総
合
都
市
計
画
策
定

　
二
、
首
都
圏
整
備
事
業

　
三
、
都
市
づ
く
り
の
た
め
の
各
種
調
査

　
　
イ
、
横
浜
市
将
来
計
画
の
基
礎
調
査

　
　
ロ
、
国
民
経
済
と
横
浜
市
経
済
の
相
関
性

　
　
ハ
、
高
速
度
鉄
道
研
究
調
査

　
　
ニ
、
建
物
容
積
調
査

　
　
ホ
、
横
浜
市
土
地
利
用
現
況
図
の
作
成

　
　
へ
、
河
川
埋
立

　
　
ト
、
周
辺
開
発
調
査

　
四
、
道
路
交
通
対
策
審
議
会
、
東
京
湾
総
合

　
　
開
発
協
議
会
、
大
都
市
企
画
主
管
者
会
議

　
五
、
国
鉄
関
係
事
務
（
根
岸
線
、
横
浜
線
複

　
　
線
化
、
東
海
道
新
幹
線
）

　
六
、
道
路
公
団
関
係
事
務
（
東
名
高
速
、
第

　
　
三
京
浜
）

　
七
、
こ
ど
も
の
国
施
設
建
設
関
係

　
翌
六
六
年
一
二
月
、
係
制
度
を
復
活
し
て
、

企
画
・
福
祉
計
画
・
建
設
計
画
・
連
絡
調
査
・

開
発
調
査
の
五
係
と
し
た
。
課
長
は
成
田
宏
に

か
わ
り
、
総
員
二
一
名
で
あ
る
。
つ
づ
い
て
六

七
年
に
は
、
福
祉
計
画
と
建
設
計
画
の
二
係
を

廃
止
し
、
総
合
計
画
係
を
置
い
た
。
総
員
一
八

名
。
こ
の
時
点
で
の
総
合
企
画
課
は
計
画
局
に

所
属
し
て
い
て
も
、
全
員
が
事
務
職
員
の
集
団

で
、
技
術
部
門
と
の
連
絡
調
整
に
は
、
い
く
だ

の
努
力
が
払
わ
れ
た
模
様
で
あ
る
。

　
総
合
企
画
室
時
代
に
、
取
扱
事
務
の
一
側
面

で
あ
っ
た
行
政
事
務
の
近
代
化
は
、
こ
の
頃
に

は
総
務
局
行
政
部
の
所
管
に
う
つ
り
、
事
務
管

理
課
、
電
子
計
算
課
な
ど
が
担
当
し
て
い
た
。

従
っ
て
、
総
合
企
画
課
は
総
合
調
整
課
の
方
の

機
能
を
引
き
つ
い
で
い
た
こ
と
に
な
る
。
先
の

事
務
内
容
を
み
て
も
わ
か
る
よ
う
に
、
団
子
の

串
ざ
し
の
よ
う
に
、
多
岐
に
は
わ
た
っ
て
い
る

が
、
六
六
年
五
月
の
「
横
浜
国
際
港
都
建
設
総

合
計
画
」
の
策
定
以
外
は
、
他
律
的
な
調
整
事

務
が
多
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
も
っ
と
も
、
一
方
で
は
一
九
六
五
年
に
横
浜

の
骨
格
づ
く
り
と
し
て
打
ち
だ
さ
れ
た
六
大
事

業
を
実
施
に
う
つ
す
た
め
の
調
査
委
託
等
の
検

討
を
行
っ
て
い
る
。
ま
た
の
ち
に
宅
地
開
発
要

綱
と
し
て
日
の
目
を
み
る
、
緑
や
公
共
・
公
益

用
地
の
確
保
を
め
ざ
す
乱
開
発
へ
の
対
策
も
、

こ
の
時
期
に
総
合
企
画
課
が
中
心
に
な
っ
て
関

係
局
と
検
討
を
続
け
て
い
た
。

　
一
九
六
八
年
に
、
調
査
室
と
総
合
企
画
課
が

廃
止
さ
れ
、
両
者
の
主
要
な
部
分
を
合
せ
て
企

画
調
整
部
と
し
、
総
務
局
技
術
審
査
室
が
技
術

部
と
な
っ
て
移
っ
て
き
た
の
を
合
せ
て
、
局
相

当
の
企
画
調
整
室
が
発
足
し
た
。
こ
れ
ま
で
環

境
開
発
セ
ン
タ
ー
に
あ
っ
て
、
都
市
づ
く
り
の

計
画
を
依
頼
さ
れ
て
助
言
、
提
案
を
し
て
き
た

田
村
明
が
、
企
画
調
整
部
長
に
就
任
し
て
い

る
。
室
長
兼
技
監
鈴
木
和
夫
、
部
長
田
村
明
、

主
幹
鳴
海
正
泰
の
下
に
、
調
整
課
（
課
長
成
田

宏
）
、
副
主
幹
（
入
江
昭
明
）
、
企
画
課
（
課

長
宮
腰
繁
樹
）
お
よ
び
技
術
部
で
あ
る
。
調
整

課
は
事
務
職
員
十
六
人
の
構
成
で
あ
る
が
、
企

画
課
は
大
半
が
技
術
職
員
（
技
術
六
、
事
務
一
）

で
あ
っ
た
。
国
か
ら
下
り
て
く
る
タ
テ
割
行
政

を
自
治
体
と
し
て
総
合
的
に
調
整
す
る
と
い
う

観
点
か
ら
、
事
業
の
実
施
段
階
に
も
入
り
込
ん

で
具
体
的
に
調
整
し
、
動
か
し
て
い
く
と
い

う
、
今
日
の
企
画
調
整
局
の
行
き
方
が
、
当
初

か
ら
は
っ
き
り
打
ち
だ
さ
れ
て
い
る
。
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